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2010年10月１９日

ファッション業界ユニオンの結成　及び
プラダ・ジャパンの裁判原告を応援する会のキックオフ集会へのご案内

前略　私たちは、これまで、プラダから不当解雇されて裁判を闘っている原告を支援してきました。プラダはグローバル企業であるため、名誉毀損で逆に反訴も起こされ裁判は一人では、とても大変です。そこで、原告を支えるために別紙、呼びかけ文の趣旨でファッション業界ユニオンの結成とプラダの元社員の裁判支援の会の立ち上げ集会を行ないます。是非、事前の告知と当日の取材をお願いします。
日　時:　10月29日（金）11時～13時

場　所：弁護士会館5階508ＡＢＣ会議室
今後のプラダ・ジャパン関係裁判予定と傍聴のお願い。

10月29日（金）10時から　　　　東京地裁619号法廷
12月7日（火）13時15分から　　東京地裁411号法廷

事件詳細は下記を参考にしてください。

リナ・ボヴリースさんを応援するブログ
http://d.hatena.ne.jp/antiprada/
＜お問合せ先＞
働く女性の全国センター (ACW2) 事務局
〒151-0053　東京都渋谷区1-19-7横山ビル 1F　tel:　03-5304-7383　　　fax:　03-5304-7379

email:　office@acw2.org　　　http://wwt.acw2.org/
ファション業界ユニオン

呼びかけ文
　

ファッション業界とは女性達の憧れであり、女性が生き生きと活躍できる業界です。

憧れで華やかなはずのファッション業界が、実際にお仕事をしてみると、人間恐怖症や職場恐怖症等の精神的苦痛を受ける業界でもある事を沢山の方達が経験されていらっしゃると思います。

女性の憧れの業界であるからこそ健康的で安全性を感じられる業界であるべきです。

心からファッションが好きで、その世界で働く事に夢を持ち就職をしたのに、職場での人間関係、いじめ、精神的苦痛、様々なハラスメント等の不健康的な環境である会社が少なく無いのが現状です。そしてとても狭い業界の為、沢山の社員が問題や苦痛に対して全く発言せず、酷い環境であれば退職、転職しか解決方法がないという現状に対して間違っているという姿勢でファッション業界全体の改善を目標にできたユニオンです。

好きな事の為にお仕事をする場で受ける精神的苦痛は人権侵害であり、受け入れる事ではなく、改善し、それを主張する事は、すべての働く人達の権利です。

この業界は特殊だからとか、日本だから仕方が無いという事は間違いです。

発言をせず悩み事を自分の中にそのままにしておく事は不健康的で悪循環です。

働いている人の心が閉ざされていれば消費者にもいずれそのエネルギーが伝わります。社員が幸せでない会社に将来はないです。国際基準で働く側の権利を理解し主張する事によってファッション業界全体が健康的で安全な業界として維持されるはずです。

２０１０年の現代社会でどの国であろうと、どの業界であろうと、どの職務であろうと、精神的苦痛、いじめ、性差別、セクハラ、パワハラは許されません。

クリエイティブで美しい世界だからこそそこで働くひとりひとりの方が健康的な思考でお仕事を楽しめるべきです。精神的苦痛、いじめ、性差別、セクハラ、パワハラあれば想像力は低下し、良いデザインは生まれません。

ファッション業界ユニオンは、豊かな心で楽しい業界であるよう、働く方達が自己の権利を主張でき、安全性を固定化する事が目標の団体です。
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